
府中市 業務効率化支援補助金
～業務効率化や経費削減に繋がる設備・ITツール導入に必要な経費の一部を支援します～

◆対象事業
「業務効率化」や「経費削減」に繋がる設備・ITツール導入・研究開発

項目 内容

申請期間 ～令和8年１２月２８日（月）
※予算上限に達した場合は期限内でも受付を中止します。

対象期間 ～令和９年１月29日（金）

補助上限 ２００万円

補助率 4/5

【注意点】 ・パートナーシップ構築宣言を行う必要があります（詳細裏面）
・予算には上限があるため、交付できない場合や上記補助率より
低い額での交付となる場合もあります。

◆お問い合わせ先◆
府中市 商工観光課
℡０８４７－４４－９１５３

※この補助制度は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して行っております。

［対象例］
〇工作機械 （NC旋盤、MC、半自動溶接機など）
〇搬送・物流 （無人搬送車、テールゲートリフターなど）
〇ITツール （在庫管理システム、人事給与システムなど）
〇IoT （RFID、センサーなど）
〇PC等 （PC、タブレットなど） ※ITツール等にもっぱら利用するものに限る
〇省エネ機器 （LED照明、コンプレッサーなど）
〇大学等連携 （生産性向上のための研究開発など）
※導入により直接的な効果が発生するものに限ります。

◆補助制度の概要

◆本補助制度の趣旨

本補助制度は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、中小企
業・小規模事業者の賃上げ環境整備や生産性向上に向けた支援として実施をします。



◆申請フロー

◆パートナーシップ構築宣言

事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、
大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側
の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するも
のです。

パートナーシップ構築宣言では、下記の（１）（２）を
宣言します。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携
・オープンイノベーション
・IT実装
・グリーン化 等
（２）中小受託事業者との望ましい取引慣行（「振興

基準」）の遵守

【参考】パートナーシップ構築宣言HP
https://www.biz-
partnership.jp/index.html
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【注意】
交付決定通知を受領して
から着手してください。

https://www.biz-partnership.jp/index.html

